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令和 8年 4月30日

（木曜日）

号外第69号
発行所　名古屋市港区港町１番11号　名古屋港管理組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　　　　次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規　　　　　　　　　　則

○職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則  …………………………………………………………………………… 　

○特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  …… 　

○給与条例施行規則の一部を改正する規則  ………………………………………………………………………………………… 　

○管理職手当規則の一部を改正する規則  …………………………………………………………………………………………… 　

○管理職員特別勤務手当規則の一部を改正する規則  ……………………………………………………………………………… 　

○旅費条例施行規則の一部を改正する規則  ………………………………………………………………………………………… 　

○職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  ………………………………………………………………… 　

規　　　　　則

　
職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長
　
広 沢
　
一 郎
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号

　 　 　
職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 ︵ 平 成 二 十 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 二 条 第 一 項 第 三 号 中 ﹁ 第 二 十 八 条 第 三 項 第 一 号 括 弧 書 ﹂ を ﹁ 第 二 十 八 条 第 三 項 第 一 号 ﹂ に 、﹁ 同 法 第 八 十 六 条 第 二 項 ﹂

を ﹁ 租 税 特 別 措 置 法 ︵ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ︶ 第 四 十 一 条 の 十 六 の 二 第 一 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 場 合 ︵ 令 和 九 年 以 後 の

各 年 分 に あ っ て は 、 同 項 に 掲 げ る 場 合 ︶ に お け る 同 項 ﹂ に 改 め る 。

　　　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶

及 び 次 項 の 規 定 は 、 令 和 七 年 十 二 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　 改 正 後 規 則 第 二 十 二 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 、 適 用 日 以 後 に 営 利 企 業 ︵ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 ︶ 第 三 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 営 利 企 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ︶ 以 外 の 法 人 そ の 他 の 団 体 の 地 位 に 就 い た 場 合 ︵ 改 正 後 規

則 第 二 十 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ︶ に つ い て 適 用 し 、 適 用 日 前 に 営 利 企 業 以 外 の 法

人 そ の 他 の 団 体 の 地 位 に 就 い た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す

る 。
　 　 令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長 　 広 沢 　 一 郎 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 六 号

　 　 　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ︵ 令 和 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規

則 第 九 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 中 ﹁ 昭 和 三 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号 ﹂ の 下 に ﹁ 。 以 下 ﹁ 職 免 規 則 ﹂ と い う 。 ﹂ を 、﹁ 換 算 す る 。 ﹂ の 下 に ﹁ 次

項 に お い て 同 じ 。 ﹂ を 加 え 、 ﹁ 同 規 則 ﹂ を ﹁ 職 免 規 則 ﹂ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 条 例 第 五 条 の ﹁ そ の 勤 務 し な い 期 間 ﹂ に は 、 職 免 規 則 第 一 条 第 六 号 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ た 期 間

︵ そ の 免 除 さ れ た 日 数 が 職 免 規 則 第 二 条 第 一 項 第 三 号 ロ に 定 め る 日 数 を 超 え る 部 分 ︵ 休 日 ︵ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条

例 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 ︶ 第 九 条 に 規 定 す る 日 を い う 。 ︶ を 除 く 。 ︶ を 除 く 。 ︶ を 含 ま な い も の と す

る 。

　　　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤

勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長 　 広 沢 　 一 郎 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号

　 　 　 給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
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給 与 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 一 条 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 一 条 の 三
　
削 除

　
第 一 条 の 六 第 一 号 中 ﹁ 以 下 第 九 条 第 七 項 に お い て 同 じ 。 ﹂ を 削 る 。

　
第 一 条 の 七 中 ﹁ 、 第 十 五 条 ﹂ を 削 り 、 ﹁ 、 第 十 八 条 の 二 及 び 第 十 八 条 の 四 ﹂ を ﹁ 及 び 第 十 八 条 の 二 ﹂ に 改 め る 。

　
第 九 条 第 六 項 中 ﹁ 換 算 す る 。 ﹂ の 下 に ﹁ 次 項 に お い て 同 じ 。 ﹂ を 加 え 、 同 条 第 九 項 中 ﹁ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 ︵ 昭

和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 。 以 下 ﹁ 勤 務 時 間 条 例 ﹂ と い う 。 ︶ 第 九 条 に 規 定 す る ﹂ を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 十 項

と し 、 同 条 第 八 項 中 ﹁ 場 合 ﹂ と は 、 ﹂ の 下 に ﹁ 職 員 ︵ 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶

第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を い う 。 ︶ を 除 く 。 ︶ が ﹂ を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 七 項 を 同 条 第 八

項 と し 、 同 条 第 六 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

７ 　
条 例 第 十 三 条 第 一 項 の ﹁ そ の 勤 務 し な い 一 時 間 ﹂ に は 、 職 免 規 則 第 一 条 第 六 号 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除

さ れ た 期 間 ︵ そ の 免 除 さ れ た 日 数 が 職 免 規 則 第 二 条 第 一 項 第 三 号 ロ に 定 め る 日 数 を 超 え る 部 分 ︵ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す

る 条 例 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 。 以 下 ﹁ 勤 務 時 間 条 例 ﹂ と い う 。 ︶ 第 九 条 に 規 定 す る 日 ︵ 第 十 項 に お

い て ﹁ 休 日 ﹂ と い う 。 ︶ を 除 く 。 ︶ を 除 く 。 ︶ を 含 ま な い も の と す る 。

　
第 十 八 条 の 四 第 六 項 中 ﹁ ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ ﹂ を 削 る 。

　 　 　
附
　
則

　
︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す

る 。

　
︵ 給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ︶

２ 　
給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
附 則 第 二 項 中 ﹁ 及 び ﹂ の 下 に ﹁ 第 九 項 並 び に ﹂ を 、 ﹁ 限 る 。 ︶ ﹂ と ﹂ の 下 に ﹁ 、 同 条 第 九 項 中 ﹁ 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 地 方

公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を い う 。 ︶ ﹂ と あ る の は ﹁ 職 員 の

定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 八 項

若 し く は 第 九 項 、 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 又 は 第 十 四 項 若 し く は 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 ﹂ と ﹂ を 加 え 、

﹁ ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ ﹂ 及 び ﹁ ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ ﹂ を 削 る 。

　 　 附 則 第 四 項 中 ﹁ 七 級 又 は ﹂ を 削 る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長 　 広 沢 　 一 郎 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 八 号

　 　 　 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 管 理 職 手 当 規 則 ︵ 昭 和 四 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 二 ︵ 第 三 条 関 係 ︶

　 　 　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 手 当 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ︶

２ 　 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 四 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 附 則 別 表

区 分 額

一 種 十 三 万 三 千 円

二 種 十 一 万 八 千 円

三 種 十 万 七 千 円

四 種 九 万 七 千 円

五 種 七 万 七 千 円

区 分 額

一 種 九 万 五 千 円
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
　 　 　 　

　
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長
　
広 沢
　
一 郎
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 九 号

　 　 　
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 規 則 ︵ 平 成 四 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 三 条 第 五 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

５ 　
次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 七 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 支 給 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 職 員 が 従 事 し た 同

項 に 規 定 す る 勤 務 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 と み な す 。
　

　
一
　
条 例 第 十 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 し た 場 合

　
二
　
条 例 第 十 七 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 し た 場 合

　 　 　
附
　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら

適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 旅 費 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長 　 広 沢 　 一 郎 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 号

　 　 　 旅 費 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 旅 費 条 例 施 行 規 則 ︵ 令 和 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 五 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 三 条 第 一 項 中 ﹁ 方 法 と ﹂ の 下 に ﹁ し 、 旅 行 命 令 権 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か の 運 送 の み で は 旅 行 す る こ と が 困 難 と 認 め

る と き は 、 現 に 行 っ た 当 該 各 号 の 運 送 に つ い て 、 当 該 各 号 の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 の 合 計 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法 と ﹂ を

加 え 、 同 項 た だ し 書 中 ﹁ 額 ﹂ の 下 に ﹁ を 転 居 費 の 額 と す る 方 法 ﹂ を 加 え 、 同 項 第 三 号 た だ し 書 中 ﹁ 第 一 号 の 規 定 に よ り 算 定

し た 額 ﹂ を ﹁ 取 得 し た 見 積 額 ﹂ に 改 め 、 ﹁ と す る ﹂ の 下 に ﹁ ︵ こ の 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 第 一 号 の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 と 合

計 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ︶ ﹂ を 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 旅 費 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

名 古 屋 市 長 　 広 沢 　 一 郎 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号

　 　 　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 三 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 二 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ こ の 項 に お い て ﹂ を 削 る 。

　 第 二 条 の 四 第 一 号 中 ﹁ 刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場 合 ﹂ を ﹁ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ 第 二 十 八

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 休 職 ︵ 公 務 又 は 通 勤 に 起 因 す る 傷 病 ︵ 以 下 ﹁ 公 務 災 害 等 ﹂ と い う 。 ︶ に よ る 休 職 を 除 く 。 ︶ ﹂ に 改 め る 。

　 第 二 条 の 八 第 一 項 第 三 号 イ を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 イ 　 公 務 災 害 等 に よ り 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合

　 第 二 条 の 八 第 一 項 第 三 号 ニ 中 ﹁ 公 益 的 法 人 等 派 遣 法 ﹂ を ﹁ 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 ︵ 平

成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ︶ ﹂ に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ ﹂ を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 八 年

四 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 適 用 日 以 後 の 退 職 に 係 る 退 職 手 当 に つ い て 適

用 し 、 適 用 日 前 の 退 職 に 係 る 退 職 手 当 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

二 種 八 万 五 千 円

三 種 七 万 円

四 種 六 万 四 千 円

五 種 四 万 七 千 円


